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市場拡大再算定品目について 
 

≪薬価算定組織 第１回令和５年１１月２１日、第２回令和５年１１月２８日、第３回令和５年１２月５日≫ 

市場拡大再算定 

No 銘柄名 成分名 会社名 規格単位 現行薬価 薬効分類 再算定の理由 補正加算 

1 

リンヴォック錠 7.5mg 

リンヴォック錠 15mg 

リンヴォック錠 30mg 

リンヴォック錠 45mg 

ウパダシチニブ水

和物 

アッヴィ合同会社 7.5mg1 錠 

15mg1 錠 

30mg1 錠 

45mg1 錠 

2,594.60 円 

5,089.20 円 

7,351.80 円 

9,677.60 円 

内 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

効能追加による

市場規模の拡大 

無 

オルミエント錠 2mg 

オルミエント錠 4mg 

バリシチニブ 日本イーライリ

リー株式会社 

2mg1 錠 

4mg1 錠 

2,705.90 円 

5,274.90 円 

内 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

類似品 無 

サイバインコ錠 50mg 

サイバインコ錠 100mg 

サイバインコ錠 200mg 

アブロシチニブ ファイザー株式会

社 

50mg1 錠 

100mg1 錠 

200mg1 錠 

2,587.40 円 

5,044.00 円 

7,566.10 円 

内 449 その他のアレルギー用

薬 

類似品 無 

ジセレカ錠 100mg 

ジセレカ錠 200mg 

フィルゴチニブマ

レイン酸塩 

ギリアド・サイエ

ンシズ株式会社 

100mg1 錠 

200mg1 錠 

2,519.90 円 

4,893.60 円 

内 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

類似品 無 

スマイラフ錠 50mg 

スマイラフ錠 100mg 

ペフィシチニブ臭

化水素酸塩 

アステラス製薬株

式会社 

50mg1 錠 

100mg1 錠 

1,547.40 円 

3,030.40 円 

内 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

類似品 無 

ゼルヤンツ錠 5mg トファシチニブク

エン酸塩 

ファイザー株式会

社 

5mg1 錠 2,659.90 円 内 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

類似品 無 

2 

イクスタンジ錠 40mg 

イクスタンジ錠 80mg 

エンザルタミド アステラス製薬株

式会社 

40mg1 錠 

80mg1 錠 

2,391.30 円 

4,635.50 円 

内 429 その他の腫瘍用薬 市場規模の拡大

(原価計算品目) 

真 A=5 

アーリーダ錠 60mg アパルタミド ヤンセンファーマ

株式会社 

60mg1 錠 2,290.10 円 内 429 その他の腫瘍用薬 類似品 真 A=5 

ニュベクオ錠 300mg ダロルタミド バイエル薬品株式

会社 

300mg1 錠 2,302.90 円 内 429 その他の腫瘍用薬 類似品 真 A=5 

3 

レンビマカプセル 4mg 

レンビマカプセル 10mg 

レンバチニブメシ

ル酸塩 

エーザイ株式会社 4mg1 カプセル 

10mg1 カプセル 

4,025.50 円 

9,517.60 円 

内 429 その他の腫瘍用薬 効能追加による

市場規模の拡大 

真 A=10 

ネクサバール錠 200mg ソラフェニブトシ

ル酸塩 

バイエル薬品株式

会社 

200mg1 錠 4,763.70 円 内 429 その他の腫瘍用薬 類似品 無 

4 

イムブルビカカプセル 140mg イブルチニブ ヤンセンファーマ

株式会社 

140mg1 カプセル 

 

10,409.50 円 内 429 その他の腫瘍用薬 効能追加による

市場規模の拡大 

無 

カルケンスカプセル 100mg アカラブルチニブ アストラゼネカ株

式会社 

100mg1 カプセル 15,202.20 円 内 429 その他の腫瘍用薬 類似品 無 

ベレキシブル錠 80mg チラブルチニブ塩

酸塩 

小野薬品工業株式

会社 

80mg1 錠 5,067.40 円 内 429 その他の腫瘍用薬 類似品 無 

5 
ステラーラ皮下注 45mg シリン

ジ 

ウステキヌマブ

（遺伝子組換え） 

ヤンセンファーマ

株式会社 

45mg0.5mL1 筒 380,227 円 注 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

効能追加による

市場規模の拡大 

無 

6 
プラリア皮下注 60mg シリンジ デノスマブ（遺伝

子組換え） 

第一三共株式会社 60mg1mL1 筒 28,136 円 注 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

市場規模の拡大

(原価計算品目) 

無 

中 医 協  総 － ３ 

６ ． １ ． １ ７ 
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7 

ボックスゾゴ皮下注用 0.4mg 

ボックスゾゴ皮下注用 0.56mg 

ボックスゾゴ皮下注用 1.2mg 

ボソリチド（遺伝

子組換え） 

BioMarin 

Pharmaceutical 

Japan 

0.4mg1 瓶(溶解液付) 

0.56mg1 瓶(溶解液付) 

1.2mg1 瓶(溶解液付) 

121,034 円 

124,241 円 

124,994 円 

注 399 他に分類されない代謝

性医薬品 

市場規模の拡大

(原価計算品目) 

無 

8 

アドセトリス点滴静注用 50mg ブレンツキシマブ 

ベドチン（遺伝子

組換え） 

武田薬品工業株式

会社 

50mg1 瓶 474,325 円 注 429 その他の腫瘍用薬 市場規模の拡大

(原価計算品目) 

小 A=10※ 

真 A=5 

9 

エンハーツ点滴静注用 100mg トラスツズマブ 

デルクステカン

（遺伝子組換え） 

第一三共株式会社 100mg1 瓶 164,811 円 注 429 その他の腫瘍用薬 効能追加による

市場規模の拡大 

希 A=10※ 

真 A=10 

10 

バベンチオ点滴静注 200mg アベルマブ（遺伝

子組換え） 

メ ル ク バ イ オ

ファーマ株式会社 

200mg10mL1 瓶 195,761 円 注 429 その他の腫瘍用薬 効能追加による

市場規模の拡大 

真 A=10 

オプジーボ点滴静注 20mg 

オプジーボ点滴静注 100mg 

オプジーボ点滴静注 240mg 

オプジーボ点滴静注 120mg 

ニボルマブ（遺伝

子組換え） 

小野薬品工業株式

会社 

20mg2mL 

100mg10mL 

240mg24mL 

120mg12mL 

31,918 円 

155,072 円 

366,405 円 

185,482 円 

注 429 その他の腫瘍用薬 類似品 無 

11 
ベクルリー点滴静注用 100 ㎎ レムデシビル ギリアド・サイエ

ンシズ株式会社 

100mg1 瓶 61,997 円 注 625 抗ウイルス剤 市場規模の拡大

(原価計算品目) 

小 A=5 

12 
エンスプリング皮下注 120mg

シリンジ 

サトラリズマブ

（遺伝子組換え） 

中外製薬株式会社 120mg1mL1 筒 1,532,660 円 注 639 その他の生物学的製剤 市場規模の拡大

(原価計算品目) 

無 

 

成分数      品目数 

内用薬    １４       ２４ 

注射薬     ９       １４ 

外用薬     ０        ０    

 計     ２３       ３８    

 

(注) 

○ 補正加算欄の A は加算率(％)を示す。（実際に適用する率は A 及び年間販売額の合計額を基に算出される補正加算率 α） 

小：小児適応の効能追加等に係る加算 

希：希少疾病の効能追加等に係る加算 

真：真の臨床的有用性の検証に係る加算 

※令和６年度薬価制度改革により、加算を充実させた品目 

○ 令和６年度の薬価は、①市場拡大再算定による算定額、又は②市場実勢価格に基づく薬価改定等による算定額の低い額となる。 

○ 市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬のうち、薬価算定組織における検討の結果を踏まえ、市場における競合性が乏しいことから市場拡大再算定類似品に該当しないと判断された成分 

・No.3 ：バンデタニブ 

○ 市場拡大再算定対象品の薬理作用類似薬のうち、薬価算定の基準の第３章第５節の１（３）類似品の価格調整のただし書きの規定に基づき、過去に特例市場拡大再算定の対象品として改

定を受けた品目であることから、市場拡大再算定類似品として取り扱わないこととされた成分 

・No.10 ：ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 

 

（参考）薬価算定の基準について（抜粋） 

第３章 既収載品の薬価の改定 

第５節 再算定 

１ 市場拡大再算定 
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（３）類似品の価格調整 

次のいずれかに該当する既収載品については、別表６に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定

することとし、(１)又は(２)に該当する既収載品については、(１)又は(２)により算定される額とする。 
 

① 市場拡大再算定の場合 

（略） 
 

② 市場拡大再算定の特例の場合 

（略） 
 

ただし、特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して４年を経過する日までの間、一回に限り、①又は②に該

当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。 

 

 

 


